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→第８期（前期）計画の期間：令和６(2024)年度から令和８(2026)年度の３年間

※ ○医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
（悪性腫瘍手術の前後の外来など）
○高額等の医療機器・設備を必要とする外来
（外来化学療法、外来放射線治療など）
○特定の領域に特化した機能を有する外来
（紹介患者に対する外来など）

※
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厚生労働省資料

外来医師多数区域
→宇都宮医療圏のみ



二次医療圏 外来医師偏在指標 全国順位 外来医師多数区域

宇都宮 109.6 104 ○

県東 107.3 116

県南 99.5 170

県西 98.3 179

両毛 92.6 220

県北 80.7 283

（参考）

全国 122.2 －

栃木県 98.8 37

区中央部（東京都） 270.1 １ ○

…

中河内（大阪府） 107.7 112 ○

高梁・新見（岡山県） 107.7 113

…

南檜山（北海道） 51.2 335

外来医師偏在指標（R5.8.8時点）

4※他県の状況（外来医師多数区域／二次医療圏数）
茨城県0/9 群馬県3/10 埼玉県2/10 千葉県0/9 東京都9/13 神奈川県5/9



全体構成（案）
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第１章 外来医療計画の基本的な事項

１ 計画策定の趣旨

２ 計画の期間

第２章 地域における外来医療機能の不足
・偏在等への対応

１ 外来医療機能の不足・偏在等の現状

２ 外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場
の設置

３ 外来医師偏在指標の考え方

４ 外来医師偏在指標と外来医師多数区域の設定

５ 地域で不足する外来医療機能の検討

６ 地域で不足する外来医療機能に係る目標の設定

７ 新規開業希望者等への対応及び地域医療構想
調整会議における協議プロセス等

第３章 医療機器の効率的な活用

１ 医療機器の配置状況に関する情報の可視化

２ 医療機器の配置状況等の現状

３ 医療機器の効率的な活用に係る協議の場の設置

４
地域医療構想調整会議における協議内容及び医
療機器の共同利用の方針

５
共同利用計画の記載事項と実行性を確保するた
めの取組

第４章 外来機能報告及び紹介受診重点医療機関

１ 外来機能報告による地域の外来医療の提供状況
の把握

２ 紹介受診重点医療機関の明確化

第５章 外来医療計画の評価及び周知

１ 計画の評価

２ 計画の周知



ガイドライン改正を踏まえた対応（案）

（1） 外来医師偏在指標を活用した取組①

１－２ 外来医療計画の全体像

追加・変更事項 必要な検討

外来医師多数区域*以外の区域において、又
は新規開業者以外の者に対しても、地域の実情
に応じて、地域で不足する医療機能を担うよう求
めることができることとする。

*本県では宇都宮圏域のみ

▶

現在、外来医師多数区域においては、新規開
業希望者が届出様式を入手する際に届出様式
に項目を設ける等、協力を依頼している。
今後、外来医師多数区域以外及び新規開業
者以外に対してどのように協力を求めていくか検
討が必要。
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対応（案）

▶

⚫ 外来医師多数区域以外の区域
新規開業者の届出様式に地域で不足する外来医療機能を担うことに合意す
る旨の記載欄を設け、地域医療構想調整会議において合意の状況を確認する。

⚫ 新規開業者以外の者
郡市医師会等と連携し、地域で不足する外来医療機能を担うことについての
合意状況を把握するとともに、不足する機能への協力を呼びかけていく。



対応（案）

▶

⚫ 各地域で不足する医療機能については地域医療構想調整会議で確認する。

（7期計画）

・ 夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制

・ 在宅医療の提供体制

・ 公衆衛生に係る医療提供体制

⚫ 具体的な目標は地域医療構想調整会議の意見を踏まえ第3回部会で検討する。

ガイドライン改正を踏まえた対応（案）

（1） 外来医師偏在指標を活用した取組②

１－２ 外来医療計画の全体像

追加・変更事項 必要な検討

二次医療圏単位における外来医療機能につい
て 、全ての区域においてどのような機能が不足し
ているのか可能な限り分析を行い、その分析結果
についても外来医療計画において明示することと
する。さらに、地域に不足する医療機能について
具体的な目標を定め、達成に向けた取組の進
捗評価に努めることとする。

▶

地域に不足する医療機能について改めて検討
するとともに、具体的な目標を定め、取組を行う
必要がある。
（検討に当たっては、現在の不足する医療機能
と関連する救急医療分野等との連携が必要。）
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１．夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制
（掲載データ）
・ 休日夜間救患センター及び在宅当番医患者数
・ 初期救急の実施状況

２．在宅医療の提供体制
（掲載データ）
・ 人口10万人あたり訪問診療実施医療施設数
・ 人口10万人あたり訪問診療患者数延数
・ 訪問診療患者の対応割合
・ 人口10万人あたり往診実施医療施設数
・ 人口10万人あたり往診患者延数
・ 往診患者の対応割合

３．公衆衛生に係る医療提供体制
(掲載データ）
・ 学校医就任状況
・ 定期予防接種（子ども）協力医療機関

現行計画

地域で不足する医療機能



ガイドライン改正を踏まえた対応（案）

（2） 医療機器の効率的な活用への取組

１－２ 外来医療計画の全体像

追加・変更事項 対応（案）

医療機関のマッピング （地図情報として可視化）に関する情報等、開
業に当たって参考となる情報についても把握・整理・分析し、外来医療計
画において明示することとする。

▶

厚労省から提供される
データを使用して、地域
医療担当でマッピング
データを作成する。

６－１ 医療機器の効率的な活用に関する考え方

追加・変更事項

医療機器の効率的な活用に資する施策として、地域の医療ニーズを踏
まえた地域ごとの医療機器の配置状況を可視化する指標を作成し、医療
機器を有する医療機関をマッピングした上で、新規購入希望者に対して
これらの情報を提供しつつ、外来医療に関する協議の場等を活用し、医
療機器の共同利用（対象となる医療機器について連携先の病院又は診
療所から紹介された患者のために利用される場合を含む。）等について協
議することとする。
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ガイドライン改正を踏まえた対応（案）

（3） 地域における外来医療の機能分化及び連携の取組

１－２ 外来医療計画の全体像

追加・変更事項 対応（案）

患者が医療機関を選択するに当たり、外来機能の情報が十分得られず、
また、患者にいわゆる大病院志向がある中で、一部の医療機関に外来患
者が集中し、患者の待ち時間の増加や勤務医の外来負担等の課題が生
じていることから、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に
活用する外来（紹介受診重点外来の機能に着目し、当該外来医療を
提供する基幹的な役割を担う意向を有する病院又は診療所として、紹介
受診重点医療機関を明確化することとした。

▶

紹介受診重点医療機
関の一覧及び紹介受診
重点外来の実施状況を
県ホームページで掲載す
る。（一部対応済み）

７ 外来機能報告

追加・変更事項

地域の医療機関の外来機能の明確化や連携状況を可視化し、患者に
よる医療機関の適切な選択を支援することを目的に、外来医療計画に紹
介受診重点医療機関となる医療機関の名称に加え、外来機能報告で把
握可能な、紹介受診重点外来の実施状況等の情報を新たに盛り込むこ
ととする。
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参考 紹介受診重点医療機関リスト（令和５年７月１日公表）


